
租税条約 改正解説

日仏租税条約改正について

前主税局参事官室参事官補佐
(現主税局税制第三課課長補佐)

関 禎一郎

第１．はじめに

日仏間では、これまで昭和40（1965）年８月

発効の最初の租税条約及びこれを全面改正した

平成８（1996）年３月発効の新しい租税条約

（平成８年条約第１号、以下「現行条約」とい

う。）の下で二重課税の防止が図られてきた。

しかしながら、平成17（2005）年２月に「社

会保障に関する日本国政府とフランス共和国政

府との間の協定」（以下「社会保障協定」とい

う。）が署名されるなどの状況の変化があり、

日仏両国間の人的、経済的交流を一層活発化す

るための環境整備を税制面からも支援すべきと

の考えに基づき、日仏両国政府は、現行条約を

改正するための交渉を開始することで合意した。

これを受けて平成18（2006）年１月に交渉を

開始し、同年７月、両国政府間で「所得に対す

る租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止

のための日本国政府とフランス共和国政府との

間の条約を改正する議定書」（以下「改正議定

書」という。）の内容について基本合意に達し

た。

その後、改正議定書については、それぞれの

国内での所要の手続を得て、本年１月12日パリ

において署名が行われ、さらに我が国では先の

通常国会で承認手続きが完了したところであり、

今後フランスの議会における承認を受けて、本

年中に発効する予定である。

改正議定書は、現行条約の内容を部分的に新

しくするものであり、日仏両国の緊密な経済関

係を反映して、積極的に投資交流の促進を図る

ため、①配当、利子及び使用料（著作権、特許

権等）に対する源泉地国課税を軽減することと

し、特に一定の親子間配当、一定の主体が受け

取る利子及び使用料については源泉地国免税と

した。また、こうした減免措置の拡大にあわせ

て、②租税回避の防止のための措置をとること

とした。さらに、③就労者が自国の社会保障制

度に対して支払う社会保険料について、就労地

国が所得控除を相互に認めることとした。これ

らの措置により、日仏両国間の投資交流が促進

され、両国の経済関係が一層緊密なものとなる

ことが期待されるところである。

本稿では、改正議定書のポイントについて触

れることとしたい。なお、本稿中意見にわたる

部分については、筆者の個人的見解である。
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第２．改正議定書のポイント

１．投資所得（配当、利子、使用料）に

対する源泉地国課税の引下げ

日米、日英租税条約改正と同様に、下記一覧

表のとおり、源泉地国課税の水準が大幅に減免

された（改正後の条約第10条、第11条、第12

条）。

⑴ 配当（改正後の条約第10条２、３）

配当に関しては、親子間配当に対する軽減

税率の適用要件を緩和したこと、及び一般配

当の限度税率を15％から10％に引

き下げたことがポイントである。

親子関係にある法人間で行われ

る株式投資は、短期売買目的のた

めの一般のポートフォリオ投資と

は異なり、事業活動に係る直接投

資としての性格が強く、このよう

な投資に対する源泉地国課税を大

幅に減免することにより、投資交

流の促進が図られることが期待さ

れるところである。

今後の他国との条約交渉におい

ても、親子間配当免税を導入して

いくことは投資交流を促進してい

く上での大きな柱であり、また、

長期的には、親子間配当免税に係

る要件（持株要件等）の緩和が検

討課題となってこよう。

⑵ 利子（改正後の条約第11条

２、３）

利子に対する源泉地国課税につ

いては、原則10％である限度税率

の制限については改正を行ってい

ない。我が国では、利子の支払をする者の所

得の計算上、支払利子を損金算入する一方、

非居住者が受け取る利子については源泉徴収

により課税することとしている。このような

非居住者が受け取るクロスボーダー利子全般

について、仮に租税条約により源泉地国免税

とした場合には、支払者側・受取者側の両面

にわたり源泉地国では一切課税できないこと

となるため、条約濫用のおそれが高まる。そ

こで、OECDモデル条約でも10％を上限と

して源泉地国での課税を容認しているところ

であり、今回の改正に際してもこの考え方を

現行条約 改正後

配

当

親子会社間配当

（日本の居住者が

受け取る場合）

免税（直接・間接

を問わず15％以上

の発行済株式を保

有し、かつ一定の

要件を満たす適格

居住者であるこ

と）

免税（直接・間接

を問わず15％以上

の発行済株式を保

有していること）

５％（直接・間接

を問わず15％以上

の発行済株式を保

有していること）

５％（直接・間接

を問わず10％以上

の発行済株式を保

有していること）

親子会社間配当

（日本の居住者が

支払う場合）

免税（直接15％以

上の議決権株式を

保有し、かつ一定

の要件を満たす適

格居住者であるこ

と）

免税（直接15％以

上又は直接・間接

を問わず25％以上

の議決権株式を保

有していること）

５％（直接15％以

上の議決権株式を

保有しているこ

と）

５％（直接・間接

を問わず10％以上

の議決権株式を保

有していること）

その他の配当 15％ 10％

利子 免税（政府、中央

銀行等が受け取る

利子）

免税（左に加え、

金融機関等が受け

取る利子）

10％（その他の場

合）

10％（その他の場

合）

使用料 10％ 免税
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維持したところである。

他方で、以下の場合の利子については、日

英租税条約同様に、源泉地国免税としている。

利子の受益者が、締約国の政府、その地

方公共団体、中央銀行又は当該締約国の政

府が全面的に所有する機関である場合

締約国の政府、その地方公共団体、中央

銀行又は当該締約国の政府が全面的に所有

する機関により保証された債権、これらに

よって保険の引受けが行われた債権又はこ

れらによる間接金融に係る債権に関して利

子が支払われる場合

利子の受益者が、銀行、保険会社、証券

会社又は資金仲介業務を営むものとして定

められた一定の定量基準を満たす企業であ

る場合

信用供与による設備又は物品の販売の一

環として生ずる所定の債権に関し利子が支

払われる場合

このうち については、広く一般から資金

を調達してこれを不特定多数の者に貸し付け、

貸付金利と調達金利との利ざやをもって主要

な収益源とする企業の場合、支払利子総額

（グロス）に対して源泉地国で10％の源泉徴

収が行われると、当該源泉徴収税額が純利益

（ネット）を上回り、期中における金融機関

のキャッシュフローに過度の負担をかけ、与

信取引自体を阻害するおそれがある。そこで、

資金仲介業務を営む金融機関等を受益者とす

る利子について、特別に源泉地国免税として

いるものである（金融機関受取利子免税）。

⑶ 使用料（改正後の条約第12条１）

使用料に対する源泉地国課税については、

日米・日英租税条約と同様に、原則として免

税としている。我が国は従来、使用料の源泉

地国課税を留保することを原則とし、概ね10

％をその限度税率としてきたが、新条約では、

日米・日英租税条約に続き、使用料を源泉地

国免税とした我が国の第３番目の租税条約と

なった。

使用料について一律に源泉地国免税とする

ことは、技術やノウハウのグローバルな活

用・移転を促進し、我が国産業の国際競争力

の強化や構造改革の進展にも資するものと期

待される。また、無体財産権を通じた両国間

の投資交流促進の効果も高いと期待される。

２．特典条項の創設（改正後の条約第22

条のA）

上記の通り、新条約では、投資所得に対する

源泉地国免税を大幅に導入したことから、第三

国居住者が形式的に締約国の居住者となること

により条約の特典を濫用する可能性が増大する

ことが予想される。このため、このような条約

濫用を防止するため、改正後の条約第22条の

Aでは、日米・日英租税条約に引き続いて、

事業所得（第７条）、配当免税（第10条３）、利

子免税（第11条３）、使用料（第12条）、譲渡収

益（第13条）、その他の所得（第22条）（以下

「特典条項対象所得」という。）に関して、新

条約に基づく特典を享受できる者を、条約相手

国の居住者のうち本条所定の要件を満たす適格

な居住者に限定することとしている。

特典条項は、日米租税条約において初めて導

入されたものであるが、投資所得（配当、利子、

使用料）に対する源泉地国課税の軽減と併せて、

我が国の租税条約の基本方針となっている。

具体的には、一方の締約国の居住者は、以下
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の４つのいずれかの基準に該当する場合に限っ

て、特典条項対象所得に関して改正後の条約の

特典を受けることができることとしている【資

料（改正日仏条約・濫用防止規定の仕組み）】。

適格者基準（改正後の条約第22条のA

１、２）

一方の締約国の居住者である、⒜個人、⒝適

格政府機関、⒞所定の公開法人、⒟所定の非公

開法人等は、「適格者」として、すべての特典

条項対象所得につき特典を受けることができる。

派生的受益基準（改正後の条約第22条

のA ３）

派生的受益基準は、日英租税条約において、

我が国の租税条約で初めて規定されたもので

ある。日仏両締約国以外の第三国居住者が支

配する一方の締約国の法人であっても、当該

第三国居住者が後述の同等受益者に該当する

場合には、当該法人は新条約の特典を濫用す

ることを目的として設立されたペーパーカン

パニー等であるとは認められないため、新条

約の特典の適用を認めることとしたものであ

る。

具体的には、「適格者」に該当しない法人

について、所定の条件を満たす場合（７以下

の同等受益者が当該法人の議決権の75％以上

を直接又は間接に所有する場合）には、条約

特典の請求の対象となる特典条項対象所得に

ついて特典を受けることができる。

改正日仏条約・濫用防止規定（特典条項・導管取引防止規定）の仕組み

特典条項（22条のA）

（７条、10条３、11条３、12条、13条、22条に適用）

◎適格者基準（１・２項）

⒜ 個人

⒝ 適格政府機関

⒞ 所定の公開法人

⒟ 所定の非公開法人等（支配基準（50％以上）を満たすもの）

◎派生的受益基準（３項）

① 支配基準（75％以上を同等受益者が保有）を満たすこと

② 各条に規定する条約の特典に関する要件を満たしていること

◎能動的事業基準（５項）

① 居住地国で事業を行っていること

② その取得する所得が当該事業に関連又は付随して取得される

ものであること

③ 各条に規定する条約の特典に関する要件を満たしていること

④ 相手国内で行なう事業から所得を得る等の場合には、自らが

居住地国で行なうその事業活動と実質的な関係にあること

⑤ 組合及び関連者に関する取扱い

◎ CA認定（６項）

※ 条約の特典は、①特典条項（LOB）及び②導管取引規定の２つの基準を満たすことにより、与えられる。

Yes

導管取引防止規定

10条、11条、12条、22条

に適用

Yes

特典は否認される

特典の付与

（源泉徴収段階）

No
特典は与 られない
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同等受益者とは、新条約の特典を濫用する

可能性がないと考えられる第三国の居住者等

のことを言い、具体的には、①源泉地国と当

該第三国との間の租税条約（以下、本段落に

おいて「租税条約」という。）が実効的な情

報交換に関する規定を有する場合で、②当該

第三国居住者が、当該租税条約の適用上、適

格者に該当する場合であって（当該租税条約

に適格者基準がなければ、新条約の適格者基

準により判断）、③当該租税条約に規定され

る税率その他の要件が、新条約の税率その他

の要件よりも制限的でない場合の第三国居住

者をいう（第22条のA７⒠）。

能動的事業基準（改正後の条約第22条

のA ５）

適格者」に該当しない居住者であっても、

居住地国内で事業を行っており、他方の締約

国において取得する特典条項対象所得が当該

事業に関連又は付随して取得される場合には、

一定の要件の下、条約特典の請求の対象とな

るその特典条項対象所得について特典を受け

ることができる。

権限のある当局による認定（改正後の

条約第22条のA ６）

上記 から までに該当しない居住者であ

っても、当該居住者の設立、取得又は維持及

びその業務の遂行の主たる目的が条約の特典

を享受することではないとの源泉地国の権限

のある当局による認定を受けた場合には、条

約特典の請求の対象となる特典条項対象所得

について特典を受けることができる。この基

準は、上記 から までに規定する客観的基

準に該当しない者に対する、いわば「権限の

ある当局による最終的な救済規定（ラスト・

リゾート）」である。

今回の改正条約は、日米・日英租税条約に続

いて特典条項を導入した３番目の租税条約であ

るが、課税当局、源泉徴収義務者、納税者の手

続上の負担等も考慮しつつ、効率的に条約の濫

用防止を図る観点から、特典条項の適用対象を

条約に規定されるすべての条約特典（日米租税

条約の例）から条約の濫用の可能性が最も高い

投資所得等の源泉地国免税の場合に重点化した

日英租税条約の例を踏襲している。

今後、欧州諸国をはじめとして、我が国が今

後の条約交渉において特典条項を導入していく

際には、日英・日仏型の特典条項が基本型とな

ろう。

３．導管取引防止規定及び濫用目的防止

規定（改正後の条約第10条８及び９、

第11条９及び10、第12条５及び６、第

22条４及び５）

第三国居住者による条約濫用を防止するため、

配当、利子、使用料、その他の所得の各条項に

おいて、導管取引に該当する場合及び濫用目的

を有する場合について条約特典を制限する規定

を置いている。導管取引防止規定及び濫用目的

防止規定は、主として取引形態や目的に着目し

た防止措置であり、条約が適用される相手国居

住者等の類型に着目した防止措置である特典条

項（第22条のA）と相俟って、条約の濫用防

止に資することが期待される。別の言い方をす

れば、特典条項により適格者であると判断され

たとしても、これらの規定に該当すれば、条約

特典は否認されることとなる。

なお、特典条項は条約濫用の可能性が特に高

いと考えられる源泉地国免税となる各種類の所

得についてのみ適用の対象とされているが、導
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管取引防止規定及び濫用目的防止規定は、源泉

地国免税とされる場合だけではなく、軽減税率

の適用の場合（配当、利子）についても、適用

対象としている。

① 導管取引防止規定（改正後の条約第10

条８、第11条９、第12条５、第22条４）

配当、利子、使用料及びその他の所得に対

する条約特典は、これらの所得の「受益者

（beneficial owner）」、すなわち、形式的な

所得の受領者ではなく、当該所得が実質的に

帰属する者に対して認められることとされて

いる（改正後の条約第10条２及び３、第11条

２及び３、第12条１、第22条１）。

導管取引防止規定は、いずれも受益者に該

当しない場合の取引の典型例を示すことによ

り、受益者概念の更なる明確化を図るもので

ある。具体的には、所得の受領者である相手

国居住者が当該所得を取得する取引と同種の

取引を第三国居住者との間で行い、かつ、両

取引の間に条件関係が認められるようないわ

ゆる導管取引に該当する場合には、当該受領

者は当該所得の受益者には該当せず、租税の

減免が認められない。

この規定は、条項ごとの典型的な取引例に

即した規定ぶりとなっているが、あくまでも

投資所得の受領者が「受益者」に該当しない

場合の典型例を示したに過ぎないものである。

実際の取引が各規定の場面設定にそのとおり

当てはまらなかったとしても、そのことから

直ちに受領者に対し新条約の条約特典が与え

られるということにはならない。問題は投資

所得の受領者の状況を個別に観察した場合に

条約上の受益者と認められるか否かであり、

所得の経済的利益が実質的に帰属すると認め

られない限り受領者には新条約の特典は与え

られない。

② 濫用目的防止規定（改正後の条約第10

条９、第11条10、第12条６、第22条５）

新条約の特典を受けることを主たる目的と

して、第三国居住者が、ペーパーカンパニー

をいずれか一方の締約国に設立し、又は一方

の締約国の居住者に株式、権利若しくは財産

を移転することにより、当該ペーパーカンパ

ニー又は当該一方の締約国の居住者を「受益

者」として新条約の特典を受けさせるといっ

た取引が行われる場合、当該ペーパーカンパ

ニー又は当該一方の締約国の居住者を真正な

受益者とみなすことはできないことから、こ

れらの者に対して配当、利子、使用料及びそ

の他の所得に対する租税の減免を認めないこ

ととしている。

この規定は、仏国からの要望も踏まえ、濫

用目的に対して広く対応可能であることから

導入したものであり、日英租税条約に続くも

のである。今後の我が国の条約交渉において

は、相手国の要望も踏まえつつ、この規定を

導入するかどうかについて検討していくこと

が必要である。

４．いわゆる社会保険料条項の導入（改

正後の条約第18条）

国際的に活発な人的交流が行われていること

に伴い、被用者が海外にある支店や駐在員事務

所などに派遣されるケースが増加している。こ

のような海外に派遣される人は、就労地国の居

住者となりつつ、派遣元国の社会保障制度に加

入し、保険料を負担することがある。

このような場合に、海外の社会保障制度に納

付する社会保険料を居住地国がその税制上どの

ように扱うかという問題があり、OECDにお
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いても、2005年にモデル条約コメンタリーが改

正され、租税条約の中でこの問題に対応する規

定を設けることも考えられるとされたところで

ある。

また、派遣地国の社会保険制度と就労地であ

る外国の社会保険制度に二重に加入し、両国の

制度の保険料を負担しなければならないといっ

た二重加入の問題などに対応する観点から、社

会保障協定の締結が進められており、こうした

環境変化に対応する必要も生じてきている。

こうした中、日仏間では平成17（2005）年２

月に社会保障協定の署名が行われたこともあり、

フランス側からも社会保険料条項の導入が強く

求められた。

こうした状況を総合的に勘案した結果、就労

地国の居住者である相手国人が本国の社会保障

制度（年金、医療保険等）に対して支払う強制

保険料について、就労地国において相互に所得

控除を認める措置を導入することとした。この

ようないわゆる社会保険料条項を租税条約に盛

り込むのは初めてのことになる。

これにより、例えば、日本で就労し、かつ、

日本居住者であるフランス人がフランスの社会

保障制度に対して支払う社会保険料について、

日本で課税する際に、その所得から控除するこ

とが可能となるところである。

なお、今後、他国との租税条約において社会

保険料条項を規定するか否かについては、相手

国との間の社会保障協定の有無、相手国と我が

国の社会保障制度の相違（保険料方式を採用し

ているかどうか、公的年金制度と私的年金制度

の役割分担はどうなっているか、等）、社会保

険料に関する課税上の取扱いの類似性（我が国

の社会保険料控除と同様の仕組みを採用してい

るか）等を総合的に勘案して検討することとな

ると考えられる。

具体的な規定の内容は以下のとおりである。

① 適用対象者

就労地国において役務を提供し、居住者と

なっている個人としている。これは、我が国

の税法上、居住者のみに社会保険料控除を認

めていることに対応したものである。

② 適用対象となる保険料の範囲

相手国において「課税上認められた社会保

障制度」 に対して支払われるもので、就労

者負担分に対応するものである。

ただし、日仏社会保障協定上、派遣元国の

社会保障制度のみに加入すればよいとされる

のは、原則として、本国の親会社と雇用関係

を維持しつつ就労地国の支店等へ５年を超え

ない期間を定めて派遣される被用者とされて

いることを踏まえ、役務の提供を開始する日

から継続して60箇月を超えない期間に支払わ

れる保険料に限って、適用が行われる。

今回の改正議定書においては、日本で就労しているものの日本非居住者となるフランス人被用者が日仏い

ずれかの社会保障制度に対して支払う強制保険料について、所得控除と実質的に同様の効果を与えることを

意図し、当該被用者が取得する賃金等の一定額を我が国において課税しないこととしている（議定書９

A）。

これは、日本の税法上は居住者にあたるものの、フランスの居住者概念との関係から、日本とフランスの

双方居住者に該当し、条約適用上フランスの居住者に振り分けられる結果、条約第18条２の適用を受けるこ

とができなくなるというケースに対処する必要があるという特殊事情に対応したものである。
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課税上認められた社会保障制度」とは、

一方の締約国において課税上の救済の対象

とされる社会保障制度のことをいうと規定

しており（改正後の条約第18条２⒝ ）、

具体的には以下の要件を満たす社会保障制

度をいうと考えられる。

⒜ 個人負担分の社会保険料に所得控除が

認められること。

⒝ 事業主負担分の保険料について損金算

入が認められること。

⒞ 事業主拠出保険料が個人の給与と認定

されないこと。

③ 適用要件

以下の３つを適用要件としている。

イ 役務の提供を開始する直前において、就

労地国の居住者でなく、かつ、派遣元国に

おいて設けられた社会保障制度に参加して

いたこと（改正後の条約第18条２⒜ ）

これは、本条の目的が、派遣元国の居

住者として派遣元国の社会保障制度に加

入していた者が、就労地国に派遣されて

その居住者となったことに伴い、当該社

会保障制度に支払う社会保険料に関して

課税上の救済を受けられなくなる事態を

避けることにあることに対応したもので

ある。

ロ 保険料の支払いの対象となる派遣元国の

社会保障制度が、就労地国において課税上

認められた社会保障制度に一般的に相当す

るものとして就労地国の権限のある当局に

よって承認されていること（改正後の条約

第18条２⒜ ）

これは、我が国の社会保険料控除の対

象となる社会保障制度に相当する相手国

の社会保障制度（具体的には日仏社会保

障協定の対象制度）に対する強制保険料

についてのみ本条項の対象とする趣旨で

ある。

ハ 保険料が賦課されるベースとなる給料、

賃金その他これらに類する報酬について、

就労地国で租税を課されること（改正後の

条約第18条２⒜ ）

これは、強制保険料について課税上の

救済を与えるためには、その前提として

当該強制保険料の賦課ベースとなった給

与等が課税対象となっていることが必要

であるという当然の要件を定めたもので

ある。

④ 保険料に対する救済の方法

派遣元国の社会保障制度（年金、医療保険

等）に対して支払う強制保険料については、

就労地国の居住者が就労地国の社会保障制度

に対して支払う強制保険料と同様の方法並び

に類似の条件及び制限に従って、取り扱うこ

ととしている。

これは、日本で就労し、かつ、日本居住者

であるフランス人がフランスの社会保障制度

に対して支払う強制保険料について日本で課

税する際には、日本居住者が日本の社会保障

制度に対して支払う強制保険料に対して適用

するのと同様の方法並びに類似の条件及び制

限に従って、課税上取り扱うことを意味する。

具体的には、「同様の方法」とは所得控除方

式を意味しており、「類似の条件及び制限」

とは対象となる社会保障制度に対して日本国

の法令に基づき支払われ得る総保険料の上限

額に相当する保険料を限度とすることを意味

している。なお、日本国における控除限度額

は、厚生年金保険及び政府管掌健康保険につ

き日本国の法令に基づき控除することができ
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る上限とされる強制保険料の額を合算した額

を上限とすることとしている（交換公文１）。

また、派遣元国と就労地国で二重に課税上

の救済を受けるのは適当でないことから、就

労地国での救済は、派遣元国で救済の対象と

されない範囲内で認められることとしている。

５．匿名組合への適正な課税の確保（改

正後の条約第20条のA）

匿名組合契約その他これに類する契約に基づ

き匿名組合員に分配される利益は、契約上の取

決めにより、営業者の課税所得の計算上、損金

（必要経費）に算入することができる。また、

匿名組合契約等に関連して匿名組合員が取得す

る所得については、国内法の規定に基づき課税

が行われることとなる。

しかしながら、租税条約が締結されており、

その中で匿名組合に関する明示的な規定が存在

しない場合には、バスケットクローズである

「その他の所得」条項が適用されて居住地国の

み課税とされるため、匿名組合員に対して分配

される利益が、主として匿名組合契約に係る営

業者の日本国内における事業活動から生じた所

得に起因するものであったとしても、租税条約

の適用により、国内法上の課税権を放棄する結

果となる。

改正後の条約では、本規定を導入することに

より、匿名組合契約等に関連して匿名組合員が

取得する所得等に対して、我が国の課税権が確

保されることとなった。

６．両国間で課税上の取扱いが異なる事

業体に対する新条約の規定の適用関係

を明確化（改正後の条約第４条６）

一方の締約国の事業体が他方の締約国（源泉

地国）から所得を得る場合、例えば、源泉地国

ではその事業体を納税義務者として認識する

（団体課税）が、当該事業体の所在地国では事

業体そのものではなくその構成員を納税義務者

として認識する（構成員課税）といったことが

起こり得る。この場合、源泉地国で納税主体と

される当該事業体は、その所在地国では条約上

の居住者には該当しない課税上透明体であるた

め、源泉地国においては相手国の「居住者」に

ついて適用があるものとされる条約の特典は認

められない。

こうした状況に対処するため、新条約では、

日仏両締約国間で課税上の取扱いが異なる事業

体又はその構成員が他方の締約国から取得する

所得について、当該所得を取得する者の居住地

国における課税上の取扱いを基準にして、一定

の範囲で条約特典が及ぶよう条約の適用関係を

定めている。

① 一方の締約国（源泉地国）から他方の締約

国の事業体を通じて所得が取得され、当該事

業体がその所在地国において構成員課税を受

ける場合には、当該事業体が源泉地国では団

体課税を受けるときであっても、当該所得の

うち、事業体所在地国居住者である当該事業

体の構成員が取得する部分につき、条約の特

典が与えられる。

② 一方の締約国（源泉地国）から他方の締約

国の事業体を通じて所得が取得され、当該事

業体がその所在地国において団体課税を受け

る場合には、当該事業体が源泉地国では構成

員課税を受けるときであっても、当該所得に

は条約の特典が与えられる。

③ 一方の締約国（源泉地国）からその国の事

業体を通じて所得が取得され、当該事業体が
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他方の締約国で団体課税とされる場合には、

当該所得には条約の特典は与えられない。

７．発効・適用開始（改正議定書第21条）

① 改正議定書は発効のために必要とされる憲

法上の手続が完了したことを相手国に通告す

ることにより発効することとなる（具体的に

は、遅い方の通告が受領された月の後２箇月

目の月の初日に効力が生じる）。

② 新条約の適用開始日は、以下の通りである。

イ フランスにおいては、

源泉徴収される所得に対する租税に関

しては、改正議定書が効力を生ずる年の

翌年の１月１日（改正議定書が本年中に

発効した場合は、平成20（2008）年１月

１日。以下同じ。）以後に租税を課され

る額

源泉徴収されない所得に対する租税に

関しては、改正議定書が効力を生ずる年

の翌年の１月１日以後に開始する各暦年

又は各事業年度に関する所得

その他の租税に関しては、改正議定書

が効力を生ずる年の翌年の１月１日以後

に生ずる課税事象に係る課税

ロ 日本国においては、

源泉徴収される租税に関しては、改正

議定書が効力を生ずる年の翌年の１月１

日以後に租税を課される額

源泉徴収されない所得に対する租税に

関しては、改正議定書が効力を生ずる年

の翌年の１月１日以後に開始する各課税

年度の所得

その他の租税に関しては、改正議定書

が効力を生ずる年の翌年の１月１日以後

に開始する各課税年度の租税

日比租税条約改正について

主税局参事官室参事官補佐

上原 龍

第１ 改正の経緯

１．我が国とフィリピンとの間の租税条約

（以下「現行条約」といいます。）は、1980

年２月13日に署名され、両国の国内法上の諸

手続を経て同年７月20日に発効したものです。

２．現行条約は、発効後、既に25年以上が経

過していますが、その間の日本とフィリピン

の経済関係をみますと、両国の経済関係はよ

り緊密なものとなってきています。

近年の両国の貿易額については、輸出入と

も堅調な推移を見せており、2005年の統計に

よれば、対フィリピン輸入額は8500億円、輸

出額は9996億円にのぼっています。2005年の

日本側統計によれば、日本にとってフィリピ

ンは、輸入相手国として第16位、輸出相手国

として第14位を占めており、2005年のフィリ
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ピン側統計によれば、日本は、フィリピンの

貿易相手国として、米国に次ぐ第２位の地位

を占めています。また、日本は、フィリピン

への主要投資国の一つであり、2006年末にお

ける我が国のフィリピンに対する直接投資残

高は5058億円であり、我が国の国別対外直接

投資残高の順位において第19位を占めていま

す。

このような緊密化する経済関係の現状の下、

現行条約は、我が国とフィリピンそれぞれが

締結する他の類似の経済関係にある国との租

税条約の限度税率と比 して、投資所得に対

する限度税率が高率となっており、両国間の

経済関係の現状にそぐわなくなってきている

との指摘がなされていました。

３．そうした中、2005年１月、谷垣財務大臣

のフィリピン訪問に際し、同大臣とフィリピ

ン側アマトン財務長官は、現行条約を改正す

るための交渉を開始することに合意し、これ

を受けて、両国政府は2006年５月に正式交渉

を開始しました。

そして、同年７月に、両国政府間で現行条

約の内容を改正する議定書案について基本合

意に達し、その後、両国政府内での事務手続

きを経て、同年12月９日、マニラにおいて行

われた安倍内閣総理大臣とアロヨ・フィリピ

ン大統領との首脳会談の開催に際し、現行条

約の内容を改正する議定書（以下「改正議定

書」、又は改正後のものについて単に「条約」

といいます。）の署名が行われました。

改正議定書は、我が国においては、2007年

の第166回通常国会に付託され、６月７日に

承認されました。今後、フィリピン側の国内

手続や外交上の交換公文の交換を経た上で発

効することとなります。

第２ 改正の内容

１．改正の主な内容

今回の改正は、現行条約の内容を部分的に

新しくするもので、我が国とフィリピンの両

国間の緊密化する経済関係を踏まえ、積極的

に投資交流の促進を図るため、配当、利子及

び使用料に対する限度税率を引き下げ、また、

みなし外国税額控除について、10年間の適用

期限を設けて将来的に廃止することを主な内

容としています。

以下、今回の改正の主な内容について解説

します。

２．投資所得に対する限度税率の引き下げ

今回の改正においては、投資所得（配当、

利子、使用料）に対する源泉地国での課税に

ついて、次のとおり、限度税率等を引き下げ

ることとしました。具体的には、以下のとお

りです。

⑴ 配当(改正議定書第３条(条約第10条））

現行条約では、配当に対する源泉地国での

課税について、一般の配当は、配当の額の25

％を超えないこととされています（現行条約

第10条⑵⒝）。また、配当の支払の日に先立

つ６箇月の期間を通じ、当該配当を支払う法

人の議決権のある株式又は発行済株式の25％

以上を直接に所有する法人である場合の配当

は、配当の額の10％を超えないこととされて

います（現行条約第10条⑵⒜）。

今回の改正では、現行条約第10条⑵⒝に規

定された一般の配当については、限度税率を

引き下げ、配当の額の15％を超えないことと

されました。また、現行条約第10条⑵⒜に規

定された親子間配当については、限度税率に
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ついては現行条約から変更はないものの、持

株割合の要件について、持分の25％以上から

10％以上に引き下げられ、要件が緩和される

こととなりました。

なお、フィリピンの投資奨励法の下におけ

る一定のものが配当を支払う場合については、

配当の額の10％を超えないこととされており、

現行条約からの変更はありません。

⑵ 利子(改正議定書第４条(条約第11条））

現行条約では、利子に対する源泉地国での

課税について、一般の利子は、利子の額の15

％を超えないこととされています（現行条約

第11条⑵⒝）。また、当該利子が公債、債券

又は社債について支払われるものである場合

（現行条約第11条⑵⒜）及びフィリピンの投

資奨励法令の下において投資委員会に登録さ

れた一定のものが利子を支払う場合（現行条

約第11条⑶）には、いずれも当該利子の額の

10％を超えないこととされています。

今回の改正では、利子に対する源泉地国で

の課税を軽減し、限度税率を現行条約の原則

15％から原則10％に引き下げました。なお、

現行条約第11条⑵⒜又は⑶において、当該利

子が公債、債券又は社債について支払われる

ものである場合、又はフィリピンの投資奨励

法の下において投資委員会に登録された一定

のものが支払う場合には、現行条約において

も、限度税率が10％であるため、規定を一本

化することとしました。そのため現行条約第

11条⑶が削除され、同条⑷から⑻が同条⑶か

ら⑺までに繰り上がることとなりました。

また、現行条約では、締約国の政府、地方

公共団体・地方政府、中央銀行若しくはこれ

らの政府等の所有する金融機関が直接取得す

る利子又はこれらの政府等によって保証され

た債権若しくは間接融資に係る債権について

は、居住地国においてのみ租税を課すること

ができることとされています（現行条約第11

条⑷）。今回の改正では、基本的な枠組みに

ついて変更はないものの、「政府の所有する

金融機関」として掲名される機関について、

日本については日本輸出入銀行、海外経済協

力基金及び国際協力事業団を国際協力銀行及

び独立行政法人日本貿易保険と改め、他方、

フィリピンについては、フィリピン土地銀行

を新規に規定することとしました。

⑶ 使用料(改正議定書第５条(条約第12

条))

現行条約では、使用料に対する源泉地国で

の課税について、映画フィルムの使用又は使

用の権利等に対して支払われるものである場

(表１)今回の改正における投資所得に対する

限度税率

配当

(※１) 利子 使用料親子会
社間

一般

現行 10% 25%

10%
(公債等)

15%
(一般)

15%
(映画フィルム等)

25%
(一般)

改正後
10%
(※２)

15%
10%
(一般)

10%
(一般)

15%
(映画フィルム等)

※１ 現行条約において、フィリピンの投資奨励法

の下において投資委員会に登録された一定のも

のが支払う配当、利子、使用料については、い

ずれも10％を超えないこととされており、改正

後も基本的に変更はありません。ただし、利子

については、一般の場合と同率となりましたの

で、規定が削除されています。

※２ 親子会社配当については、親子間の判定基準

である持株要件を緩和しています（25%→

10%）。
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合には、使用料の額の15％を（現行条約第12

条⑵⒜）、その他の一般の使用料については、

使用料の額の25％を超えないこととされてい

ます（現行条約第12条⑵⒝）。

今回の改正では、使用料に対する源泉地国

での課税を軽減し、現行条約第12条⑵⒝に規

定された一般の使用料について、限度税率を

10％に引き下げることとしました。

なお、映画フィルムの使用又は使用の権利

等に対して支払われるものである場合につい

ては、使用料の額の15％を超えないこととさ

れ、また、フィリピンの投資奨励法の下にお

いて投資委員会に登録された一定のものが使

用料を支払う場合については、使用料の額の

10％を超えないこととされており、いずれも

現行条約からの変更はありません。

このような投資所得に対する限度税率の引き

下げによって、我が国のフィリピンに対する投

資が一層増大するとともに、フィリピンから我

が国に対する投資を呼び込む効果もあると考え

られ、両国間の投資交流が益々促進されるとと

もに、両国の経済関係が一層緊密なものになる

ことが期待されます。

３．外国税額控除（改正議定書第６条

（条約第23条））

現行条約第23条⑶では、みなし外国税額控

除に関する規定がおかれています。

開発途上国は、自国の経済発展を図るため、

外国企業を誘致するために租税に関する優遇

措置を認め、その減免を行うことが少なくあ

りません。この場合、減免後の税額のみが外

国企業の居住地国における外国税額控除の対

象となれば、税額控除される額が減少する一

方、居住地国の税額が増えることになります。

しかし、この結果を容認すると、開発途上国

が優遇措置を創設した趣旨が損なわれること

となります。そのため、開発途上国との間で

締結した租税条約においては、開発途上国で

減免された租税は、これを納付したものとし

てみなして外国税額控除を適用する規定を置

くことがあり、これがいわゆる「みなし外国

税額控除」と呼ばれているものです。

我が国は、これまで、開発途上国との間の

租税条約において、みなし外国税額控除を認

めてきたところですが、みなし外国税額控除

は、特定の国からの特定の所得について税負

担を減免するもので、課税の公平性や中立性

の観点から問題があるとの指摘もされており、

対象となる国や優遇措置を合理的な範囲に限

定し、また、租税条約におけるみなし外国税

額控除の規定自体を時限措置とするなど、み

なし外国税額控除の見直しを行っているとこ

ろです。

今回の改正においては、フィリピンとの間

で、みなし外国税額控除について、10年間の

適用期限を設けて将来的に廃止する一方、そ

の間においては、みなし外国税額控除の適用

範囲を拡大すること（一般の配当（条約第10

条⑵）、利子（条約第11条⑵）、使用料（条約

第12条⑵）も対象とすること）で合意に至り

ました。

政府税制調査会「平成15年度における税

制改革についての答申－あるべき税制の構

築に向けて－（平成14年11月）」（抄）

みなし外国税額控除については、開発

途上国からの強い要請を受け、これらの

国々の経済状況等も踏まえ、租税条約にお

いて特例的な取扱いとして認めているもの

である。しかしながら、課税の公平性や中
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立性の観点から、近年締結・改正した条約

においては適用期限を付するなどできる限

り見直し・縮減を図ってきている。一部の

租税条約にある、適用期限の付されていな

いみなし外国税額控除についても、今後、

条約改正の機会を捉えて廃止・縮減に努め

るべきである。」

４．発効

⑴ 改正議定書は、両締約国のそれぞれの国

内法上の手続に従って承認されなければなり

ません。改正議定書は、その承認を通知する

外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効

力を生ずることとされました。

上記のとおり、我が国においては、2007年

の第166回通常国会に付託され、６月７日に

承認されました。今後、フィリピン側の国内

手続や外交上の交換公文の交換を経た上で発

効することとなります。

⑵ 改正議定書が発効した日に応じ、かつ、

締約国における対象税目ごとに次のとおり改

正議定書の適用開始日が定められています。

ア 源泉徴収される所得に対する租税に関し

ては、この改正議定書が効力を生ずる年の

翌年の１月１日以後に租税を課される額

イ 源泉徴収されない所得に対する租税に関

しては、この改正議定書が効力を生ずる年

の翌年の１月１日以後に開始する各暦年又

は各事業年度に関する所得

⑶ 改正議定書は、条約が有効である限り効

力を有します。

(表２)わが国がみなし外国税額控除を供

与する国（平成19年８月現在）

供与国 署名日(※１) 供与期限

１ パキスタン 1960.6.28

２ スリランカ 1967.12.12

３ ザンビア 1970.2.19

４ アイルランド 1974.1.18
1981年から適

用なし

５ スペイン 1974.2.13
1979年から適

用なし

６ ブラジル
1976.3.23

(1967.1.24)

７ フィリピン 1980.2.13

今回の改正発

効後10年の適

用期限

８ インドネシア 1982.3.3
1985年から適

用なし

９ 中国 1983.9.6

10 タイ
1990.4.7

(1963.3.1)

11
バングラデシ

ュ
1991.2.28

12 ブルガリア 1991.3.7 2001年

13 トルコ 1993.3.8 2004年

14 シンガポール
1994.4.9

(1961.4.11)
2000年

15 ベトナム 1995.10.24 2010年

16 メキシコ 1996.4.9 2005年

17 韓国
1998.10.8

(1970.3.3)
2003年

18 マレーシア
1999.2.19

(1963.6.4)
2006年

※１ 署名日は最終改訂署名日を示し、カッコ書き

は、最終改訂以前に、みなし外国税額控除の供

与を最初に盛り込んだ条約の署名日を示す。

※２ 網掛け、現在みなし外国税額控除の適用がな

い国を示す（アイルランド、スペイン及びイン

ドネシアについては、先方の国内法の改正によ

り、事実上失効している）。
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